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社会保障・税一体改革関連のこれまでの経緯

○平成24年2月 「社会保障・税一体改革大綱」 （閣議決定） 別添1

○平成24年6月

○平成24年8月10日 「社会保障制度改革推進法」 成立

３党合意（民主党・自由民主党・公明党） 別添2

○平成24年8月10日

「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等

「社会保障制度改革推進法」 成立
（平成24年8月22日公布 法律第64号）

別添3

〃
「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等
のための国民年金法等の一部を改正する法律」 成立
（平成24年8月22日公布 法律第62号）

別添4

「社会保障制度改革国民会議令」
（平成24年9月12日公布 政令第224号）

別添5

「社会保障制度改革推進法第13条の政令で定め
る日を定める政令」
（平成24年9月12日公布 政令第225号）

別添6



３．医療・介護等②

社会保障・税一体改革大綱〈抜粋〉（平成２４年２月１７日 閣議決定） 別添1

（保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化、低所得者対策）

（１）市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充など財政基盤の強化と財政運営の都道府県単位化（ ）市町村国保の低所得者保険料軽減の拡充など財政基盤の強化と財政運営の都道府県単位化

○ 低所得者保険料軽減の拡充や保険者支援分の拡充等により、財政基盤を強化する。併せて、都道府県単位の共同
事業について、事業対象をすべての医療費に拡大する。

財政基盤の強化については、「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」において、具体的
内容について検討し、税制抜本改革とともに実施する。

「平成24年度以降の子どものための手当等の取扱いについて」（平成23年12月20日付け４大臣合意）の事平成 年度以降 子 も た 手当等 取扱 」（平成 年 月 付け 大臣合意） 事
項については、「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議」において協議した上で、必要な法
案を平成24年通常国会に提出した。

（２）短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大（２）短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大

○ ４．Ⅱ（６）の短時間労働者に対する厚生年金の適用拡大に併せ、被用者保険の適用拡大を実施する。

被用者保険の適用対象となる者の具体的範囲 短時間労働者が多く就業する企業への影響に対する配慮被用者保険の適用対象となる者の具体的範囲、短時間労働者が多く就業する企業への影響に対する配慮
等の具体的制度設計について、適用拡大が労働者に与える影響や雇用への影響にも留意しつつ、実施時期
も含め検討する。平成24年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら検討する。



社会保障・税一体改革大綱〈抜粋〉（平成２４年２月１７日 閣議決定）

（３）長期高額医療の高額療養費の見直しと給付の重点化の検討（ ）長期高額医療 高額療養費 見直し 給付 重点化 検討

○ 高額療養費については、制度の持続可能性の観点から、高額療養費を保険者が共同で支え合う仕組みや給付の重
点化を通じて、高額療養費の改善に必要な財源と方策を検討する必要がある。

○ 他方、こうした抜本的な見直しまでの間も、高額な医療費の負担を少しでも改善することが必要である。このため、平
成24 年4 月からの外来現物給付化に引き続き、まずは年間での負担上限等を設けることについて、所要の財源を確保
した上で、導入することを目指す。その際、年収300 万円以下程度の所得が低い方に特に配慮する。

（４）高齢者医療制度の見直し

○ 高齢者医療制度改革会議のとりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の見直しを行う。

○ 高齢者医療の支援金を各被用者保険者の総報酬に応じた負担とする措置について検討する。

（注）国庫現在は、平成24 年度までの特例として、支援金の3 分の1 を総報酬に応じた負担とする措置が講じられるとともに、併せて、協会け
んぽに対する補助率を13％から16 4％とする措置が講じられている。んぽに対する補助率を13％から16.4％とする措置が講じられている。

具体的内容について、関係者の理解を得た上で、平成24 年通常国会に後期高齢者医療制度廃止に向け
た見直しのための法案を提出する。

○ 70 歳以上75 歳未満の方の患者負担について、世代間の公平を図る観点から、見直しを検討する。

（注）患者負担は、69 歳までは3 割、70 歳以上75 歳未満は2 割、75 歳以上は1 割と、年齢に応じた負担割合を設定しているが、70 歳以上75 
歳未満については、毎年度、約２千億円の予算措置により１割負担に凍結されている。

平成24 年度は予算措置を継続するが、平成25 年度以降の取扱いは平成25 年度の予算編成過程で検討
する。



社会保障・税一体改革大綱〈抜粋〉（平成２４年２月１７日 閣議決定）

（５）国保組合の国庫補助の見直し（ ）国保組合 国庫補助 見直し

○ 保険者間の公平を確保する観点から、所得水準の高い国民健康保険組合に対する国庫補助を見直す。

医療保険制度改革の一環として、平成24年通常国会への法案提出に向けて、関係者の意見を聴きながら医療保険制度改革 環 、平成 年通常国会 法案提出 向け 、関係者 意見を聴 な
検討する。

（９）後発品のさらなる使用促進、医薬品の患者負担の見直し等

○ 後発医薬品推進のロードマップを作成し、診療報酬上の評価、患者への情報提供、処方せん様式の変更、医療関係
者の信頼性向上のための品質確保等、総合的な使用促進を図る。また、イノベーションの観点にも配慮しつつ、後発医
薬品のある先発医薬品の薬価を引き下げる。

○ 医薬品の患者負担の見直しについては、「社会保障・税一体改革成案」に「医薬品に対する患者負担を、市販医薬品
の価格水準も考慮して見直す」とあることを踏まえ、検討する。



民主党・自由民主党・公明党「確認書」（抄）

確認書

別添2

別添の「社会保障・税一体改革に関する確認書」に加え、以下を確認する。

１．今後の公的年金制度、今後の高齢者医療制度にかかる改革については、
あらかじめその内容等について三党間で合意に向けて協議する。

低所得高齢者 障害者等 福祉的な給付 係 法案 消費税率引上２．低所得高齢者・障害者等への福祉的な給付に係る法案は、消費税率引上
げまでに成立させる。

３ 交付国債関連の規定は削除する 交付国債に代わる基礎年金国庫負担の３．交付国債関連の規定は削除する。交付国債に代わる基礎年金国庫負担の
財源については、別途、政府が所要の法的措置を講ずる。

平成24年6月15日

民主党民主党

自由民主党

公明党



社会保障制度改革推進法のポイント(医療保険制度関連）
（平成24年6月30日提出、8月10日成立、8月22日公布）

【目的】（第１条）
安定財源を確保し 受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため 社会保障制度改革の基

別添3

安定財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度の確立を図るため、社会保障制度改革の基
本的事項を定めるとともに、社会保障制度改革国民会議を設置すること等により、改革を総合的かつ集中的に推進

【基本的な考え方・国の責務】（第２～３条）
社会保障制度改革は 次の事項を基本として行う 国は 改革に関する施策の総合的策定と実施の責務社会保障制度改革は、次の事項を基本として行う。国は、改革に関する施策の総合的策定と実施の責務

① 自助・共助・公助の最適な組合せ、家族相互・国民相互の助け合いの仕組みを通じて自立生活の実現を支援
② 機能の充実と重点化・効率化を同時に行い、負担の増大を抑制しつつ、持続可能な制度を実現
③ 年金・医療・介護は社会保険制度を基本、国・地方の負担は保険料負担の適正化に充てることを基本
④ あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点等から 消費税・地方消費税収を充当④ あらゆる世代が広く公平に負担を分かち合う観点等から、消費税 地方消費税収を充当

【改革の実施及び目標時期】（第４条）
政府は、この法律の施行後１年以内に社会保障制度改革のために必要な法制上の措置を講ずる

【 保険 度】 第 条【医療保険制度】（第６条）
政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、健保法、国保法その他の法律に基づく

医療保険制度に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に掲げる措置その他必要な改革を行う。
① 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進するとともに、医療従事者、医療施設等の確保及び有効活

等を る 負担 増大を抑制 必 な 療を確保する用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保すること。
② 医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険給付の対象となる療
養の範囲の適正化等を図ること。

③ 医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直しを行い、特に人生の最
終段階を穏やか 過ごす とが きる環境を整備する と終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。

④ 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第９条に規定する社会保障制度改革国民会議におい
て検討し、結論を得ること。

【社会保障制度改革国民会議】（第９ １５条）【社会保障制度改革国民会議】（第９～１５条）
社会保障・税一体改革大綱その他既往の方針のみにかかわらず幅広い観点に立って、基本的な考え方にのっとり、基

本方針に基づいて改革を行うために必要な事項を審議するため、内閣に社会保障制度改革国民会議を設置（委員20人以
内、総理が任命、国会議員の兼任可、事務局、設置期限は施行日から１年以内（平成２５年８月２１日））



社会保障制度改革推進法＜抜粋＞

○社会保障制度改革推進法（平成24年6月30日提出、8月10日成立、8月22日公布）

第二章 社会保障制度改革の基本方針

（医療保険制度）

第六条 政府は 高齢化の進展 高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で 健康保険法第六条 政府は、高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で、健康保険法
（大正１１年法律第７０号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）その他の法律に基づく医療保険制
度（以下単に「医療保険制度」という。）に原則として全ての国民が加入する仕組みを維持するとともに、次に
掲げる措置その他必要な改革を行うものとする。

一 健康の維持増進、疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進するとともに、医療従事者、医療施設
等の確保及び有効活用等を図ることにより、国民負担の増大を抑制しつつ必要な医療を確保すること。

二 医療保険制度については、財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、保険
給付の対象となる療養の範囲の適正化等を図ること。

三 医療の在り方については、個人の尊厳が重んぜられ、患者の意思がより尊重されるよう必要な見直し
を行い、特に人生の最終段階を穏やかに過ごすことができる環境を整備すること。

四 今後の高齢者医療制度については 状況等を踏まえ 必要に応じて 第９条に規定する社会保障制度四 今後の高齢者医療制度については、状況等を踏まえ、必要に応じて、第９条に規定する社会保障制度
改革国民会議において検討し、結論を得ること。



  一

   社 会 保 障 制 度 改 革 推 進 法 （ 平 成 二 十 四 年 八 月 二 十 二 日 法 律 第 六 十 四 号 ） 
目 次 

 第 一 章 総 則 （ 第 一 条 ― 第 四 条 ） 

 第 二 章 社 会 保 障 制 度 改 革 の 基 本 方 針 （ 第 五 条 ― 第 八 条 ） 

 第 三 章 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 （ 第 九 条 ― 第 十 五 条 ） 

 附 則 

   第 一 章 総 則 

 （ 目 的 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 近 年 の 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 展 等 に よ る 社 会 保 障 給 付 に 要 す る 費 用 の 増 大 及 び 生 産 年

齢 人 口 の 減 少 に 伴 い 、 社 会 保 険 料 に 係 る 国 民 の 負 担 が 増 大 す る と と も に 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 財 政 状 況

が 社 会 保 障 制 度 に 係 る 負 担 の 増 大 に よ り 悪 化 し て い る こ と 等 に 鑑 み 、 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平

成 二 十 一 年 法 律 第 十 三 号 ） 附 則 第 百 四 条 の 規 定 の 趣 旨 を 踏 ま え て 安 定 し た 財 源 を 確 保 し つ つ 受 益 と 負 担 の

均 衡 が と れ た 持 続 可 能 な 社 会 保 障 制 度 の 確 立 を 図 る た め 、 社 会 保 障 制 度 改 革 に つ い て 、 そ の 基 本 的 な 考 え



 

二

方 そ の 他 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る と と も に 、 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 を 設 置 す る こ と 等 に よ り 、 こ れ

を 総 合 的 か つ 集 中 的 に 推 進 す る こ と を 目 的 と す る 。 

 （ 基 本 的 な 考 え 方 ） 

第 二 条 社 会 保 障 制 度 改 革 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 と し て 行 わ れ る も の と す る 。 

 一 自 助 、 共 助 及 び 公 助 が 最 も 適 切 に 組 み 合 わ さ れ る よ う 留 意 し つ つ 、 国 民 が 自 立 し た 生 活 を 営 む こ と が

で き る よ う 、 家 族 相 互 及 び 国 民 相 互 の 助 け 合 い の 仕 組 み を 通 じ て そ の 実 現 を 支 援 し て い く こ と 。 

 二 社 会 保 障 の 機 能 の 充 実 と 給 付 の 重 点 化 及 び 制 度 の 運 営 の 効 率 化 と を 同 時 に 行 い 、 税 金 や 社 会 保 険 料 を

納 付 す る 者 の 立 場 に 立 っ て 、 負 担 の 増 大 を 抑 制 し つ つ 、 持 続 可 能 な 制 度 を 実 現 す る こ と 。 

 三 年 金 、 医 療 及 び 介 護 に お い て は 、 社 会 保 険 制 度 を 基 本 と し 、 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 負 担 は 、 社 会 保 険

料 に 係 る 国 民 の 負 担 の 適 正 化 に 充 て る こ と を 基 本 と す る こ と 。 

 四 国 民 が 広 く 受 益 す る 社 会 保 障 に 係 る 費 用 を あ ら ゆ る 世 代 が 広 く 公 平 に 分 か ち 合 う 観 点 等 か ら 、 社 会 保

障 給 付 に 要 す る 費 用 に 係 る 国 及 び 地 方 公 共 団 体 の 負 担 の 主 要 な 財 源 に は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 収 入

を 充 て る も の と す る こ と 。 



  三

 （ 国 の 責 務 ） 
第 三 条 国 は 、 前 条 の 基 本 的 な 考 え 方 に の っ と り 、 社 会 保 障 制 度 改 革 に 関 す る 施 策 を 総 合 的 に 策 定 し 、 及 び

実 施 す る 責 務 を 有 す る 。 

 （ 改 革 の 実 施 及 び 目 標 時 期 ） 

第 四 条 政 府 は 、 次 章 に 定 め る 基 本 方 針 に 基 づ き 、 社 会 保 障 制 度 改 革 を 行 う も の と し 、 こ の た め に 必 要 な 法

制 上 の 措 置 に つ い て は 、 こ の 法 律 の 施 行 後 一 年 以 内 に 、 第 九 条 に 規 定 す る 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 に お け

る 審 議 の 結 果 等 を 踏 ま え て 講 ず る も の と す る 。 

   第 二 章 社 会 保 障 制 度 改 革 の 基 本 方 針 

 （ 公 的 年 金 制 度 ） 

第 五 条 政 府 は 、 公 的 年 金 制 度 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 必 要 な 改 革 を 行 う も の と す る 。 

 一 今 後 の 公 的 年 金 制 度 に つ い て は 、 財 政 の 現 況 及 び 見 通 し 等 を 踏 ま え 、 第 九 条 に 規 定 す る 社 会 保 障 制 度

改 革 国 民 会 議 に お い て 検 討 し 、 結 論 を 得 る こ と 。 

 二 年 金 記 録 の 管 理 の 不 備 に 起 因 し た 様 々 な 問 題 へ の 対 処 及 び 社 会 保 障 番 号 制 度 の 早 期 導 入 を 行 う こ と 。 



 

四

 （ 医 療 保 険 制 度 ） 
第 六 条 政 府 は 、 高 齢 化 の 進 展 、 高 度 な 医 療 の 普 及 等 に よ る 医 療 費 の 増 大 が 見 込 ま れ る 中 で 、 健 康 保 険 法 （ 大

正 十 一 年 法 律 第 七 十 号 ） 、 国 民 健 康 保 険 法 （ 昭 和 三 十 三 年 法 律 第 百 九 十 二 号 ） そ の 他 の 法 律 に 基 づ く 医 療

保 険 制 度 （ 以 下 単 に 「 医 療 保 険 制 度 」 と い う 。 ） に 原 則 と し て 全 て の 国 民 が 加 入 す る 仕 組 み を 維 持 す る と

と も に 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 必 要 な 改 革 を 行 う も の と す る 。 

 一 健 康 の 維 持 増 進 、 疾 病 の 予 防 及 び 早 期 発 見 等 を 積 極 的 に 促 進 す る と と も に 、 医 療 従 事 者 、 医 療 施 設 等

の 確 保 及 び 有 効 活 用 等 を 図 る こ と に よ り 、 国 民 負 担 の 増 大 を 抑 制 し つ つ 必 要 な 医 療 を 確 保 す る こ と 。 

 二 医 療 保 険 制 度 に つ い て は 、 財 政 基 盤 の 安 定 化 、 保 険 料 に 係 る 国 民 の 負 担 に 関 す る 公 平 の 確 保 、 保 険 給

付 の 対 象 と な る 療 養 の 範 囲 の 適 正 化 等 を 図 る こ と 。 

 三 医 療 の 在 り 方 に つ い て は 、 個 人 の 尊 厳 が 重 ん ぜ ら れ 、 患 者 の 意 思 が よ り 尊 重 さ れ る よ う 必 要 な 見 直 し

を 行 い 、 特 に 人 生 の 最 終 段 階 を 穏 や か に 過 ご す こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ と 。 

 四 今 後 の 高 齢 者 医 療 制 度 に つ い て は 、 状 況 等 を 踏 ま え 、 必 要 に 応 じ て 、 第 九 条 に 規 定 す る 社 会 保 障 制 度

改 革 国 民 会 議 に お い て 検 討 し 、 結 論 を 得 る こ と 。 



  五

 （ 介 護 保 険 制 度 ） 
第 七 条 政 府 は 、 介 護 保 険 の 保 険 給 付 の 対 象 と な る 保 健 医 療 サ ー ビ ス 及 び 福 祉 サ ー ビ ス （ 以 下 「 介 護 サ ー ビ

ス 」 と い う 。 ） の 範 囲 の 適 正 化 等 に よ る 介 護 サ ー ビ ス の 効 率 化 及 び 重 点 化 を 図 る と と も に 、 低 所 得 者 を は

じ め と す る 国 民 の 保 険 料 に 係 る 負 担 の 増 大 を 抑 制 し つ つ 必 要 な 介 護 サ ー ビ ス を 確 保 す る も の と す る 。 

 （ 少 子 化 対 策 ） 

第 八 条 政 府 は 、 急 速 な 少 子 高 齢 化 の 進 展 の 下 で 、 社 会 保 障 制 度 を 持 続 さ せ て い く た め に は 、 社 会 保 障 制 度

の 基 盤 を 維 持 す る た め の 少 子 化 対 策 を 総 合 的 か つ 着 実 に 実 施 し て い く 必 要 が あ る こ と に 鑑 み 、 単 に 子 ど も

及 び 子 ど も の 保 護 者 に 対 す る 支 援 に と ど ま ら ず 、 就 労 、 結 婚 、 出 産 、 育 児 等 の 各 段 階 に 応 じ た 支 援 を 幅 広

く 行 い 、 子 育 て に 伴 う 喜 び を 実 感 で き る 社 会 を 実 現 す る た め 、 待 機 児 童 （ 保 育 所 に お け る 保 育 を 行 う こ と

の 申 込 み を 行 っ た 保 護 者 の 当 該 申 込 み に 係 る 児 童 で あ っ て 保 育 所 に お け る 保 育 が 行 わ れ て い な い も の を い

う 。 ） に 関 す る 問 題 を 解 消 す る た め の 即 効 性 の あ る 施 策 等 の 推 進 に 向 け て 、 必 要 な 法 制 上 又 は 財 政 上 の 措

置 そ の 他 の 措 置 を 講 ず る も の と す る 。 

   第 三 章 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 



 

六

 （ 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議 の 設 置 ） 
第 九 条 平 成 二 十 四 年 二 月 十 七 日 に 閣 議 に お い て 決 定 さ れ た 社 会 保 障 ・ 税 一 体 改 革 大 綱 そ の 他 既 往 の 方 針 の

み に か か わ ら ず 幅 広 い 観 点 に 立 っ て 、 第 二 条 の 基 本 的 な 考 え 方 に の っ と り 、 か つ 、 前 章 に 定 め る 基 本 方 針

に 基 づ き 社 会 保 障 制 度 改 革 を 行 う た め に 必 要 な 事 項 を 審 議 す る た め 、 内 閣 に 、 社 会 保 障 制 度 改 革 国 民 会 議

（ 以 下 「 国 民 会 議 」 と い う 。 ） を 置 く 。 

 （ 組 織 ） 

第 十 条 国 民 会 議 は 、 委 員 二 十 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。 

２ 委 員 は 、 優 れ た 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 内 閣 総 理 大 臣 が 任 命 す る 。 

３ 委 員 は 、 国 会 議 員 を 兼 ね る こ と を 妨 げ な い 。 

４ 国 民 会 議 に 、 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り 選 任 す る 。 

５ 会 長 は 、 国 民 会 議 の 会 務 を 総 理 す る 。 

６ 委 員 は 、 非 常 勤 と す る 。 

 （ 資 料 の 提 出 ） 



  七

第 十 一 条 国 の 関 係 行 政 機 関 の 長 は 、 国 民 会 議 の 求 め に 応 じ て 、 資 料 の 提 出 、 意 見 の 陳 述 又 は 説 明 を し な け

れ ば な ら な い 。 

 （ 事 務 局 ） 

第 十 二 条 国 民 会 議 に 、 そ の 事 務 を 処 理 さ せ る た め 、 事 務 局 を 置 く 。 

２ 事 務 局 に 、 事 務 局 長 そ の 他 の 職 員 を 置 く 。 

３ 事 務 局 長 は 、 関 係 の あ る 他 の 職 を 占 め る 者 を も っ て 充 て ら れ る も の と す る 。 

４ 事 務 局 長 は 、 会 長 の 命 を 受 け 、 局 務 を 掌 理 す る 。 

 （ 設 置 期 限 ） 

第 十 三 条 国 民 会 議 は 、 こ の 法 律 の 施 行 の 日 か ら 一 年 を 超 え な い 範 囲 内 に お い て 政 令 で 定 め る 日 ま で 置 か れ

る も の と す る 。 

 （ 主 任 の 大 臣 ） 

第 十 四 条 国 民 会 議 に 係 る 事 項 に つ い て は 、 内 閣 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 五 号 ） に い う 主 任 の 大 臣 は 、 内 閣

総 理 大 臣 と す る 。 
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 （ 政 令 へ の 委 任 ） 
第 十 五 条 こ の 法 律 に 定 め る も の の ほ か 、 国 民 会 議 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 政 令 で 定 め る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 法 律 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 生 活 保 護 制 度 の 見 直 し ） 

第 二 条 政 府 は 、 生 活 保 護 制 度 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 措 置 そ の 他 必 要 な 見 直 し を 行 う も の と す る 。 

 一 不 正 な 手 段 に よ り 保 護 を 受 け た 者 等 へ の 厳 格 な 対 処 、 生 活 扶 助 、 医 療 扶 助 等 の 給 付 水 準 の 適 正 化 、 保

護 を 受 け て い る 世 帯 に 属 す る 者 の 就 労 の 促 進 そ の 他 の 必 要 な 見 直 し を 早 急 に 行 う こ と 。 

 二 生 活 困 窮 者 対 策 及 び 生 活 保 護 制 度 の 見 直 し に 総 合 的 に 取 り 組 み 、 保 護 を 受 け て い る 世 帯 に 属 す る 子 ど

も が 成 人 に な っ た 後 に 再 び 保 護 を 受 け る こ と を 余 儀 な く さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 支 援 の 拡 充 を 図 る

と と も に 、 就 労 が 困 難 で な い 者 に 関 し 、 就 労 が 困 難 な 者 と は 別 途 の 支 援 策 の 構 築 、 正 当 な 理 由 な く 就 労

し な い 場 合 に 厳 格 に 対 処 す る 措 置 等 を 検 討 す る こ と 。 



【 適用拡大の考え方 】

短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大

別添4

【 適用拡大の考え方 】

○ 被用者でありながら被用者保険の恩恵を受けられない非正規労働者に社会保険を適用し、セーフティネットを強化することで、
社会保険における「格差」を是正。

○ 社会保険制度における、働かない方が有利になるような「壁」を除去することで、特に女性の就業意欲を促進して、今後の人口○ 社会保険制度 おける、働 な 方 有利 なるような 壁」を除去する 、特 女性 就業意欲を促進し 、今後 人
減少社会に備える。

≪具体案≫ 短 時 間 労 働 者 へ の 適 用 拡 大

Ｈ28 10

現 行
①週20時間以上

②月額賃金8.8万円以上

（年収106万円以上）

Ｈ28.10～

３年以内に適用範
囲に いて検討す○週30時間以上

（年収106万円以上）

③勤務期間１年以上

④学生は適用除外

⑤従業員 501人以上（※）

囲について検討す
る。

（法律に明記。）

対象者数：約25万人

（参考）平成１９年法案の概要（被用者年金一元化法案。自公政権時に提出し、平成21年７月21日衆議院解散により審議未了で廃案。）

（※）現行の基準で適用となる被保険者の数で算定。

① 週20時間以上、②月額9.8万円以上、③勤務期間が１年以上、④学生は適用除外、⑤従業員301人以上

対象者数：約10～20万人

≪影響緩和措置≫影響緩和措置

○ 短時間労働者など賃金が低い加入者が多く、その保険料負担が重い医療保険者に対し、その負担を軽減する観点から、
賃金が低い加入者の後期支援金・介護納付金の負担について、被用者保険者間で広く分かち合う特例措置を導入し、適
用拡大によって生じる保険者の負担を緩和する。



短時間労働者への社会保険適用拡大の規定

今回の法律自公（19年）法案
※ 四角囲みは、

衆議院修正今回の法律自公（19年）法案

1. 適用要件

週の労働時間20時間以上

1. 適用要件

衆議院修正

週の労働時間20時間以上

賃金月額9.8万円以上

雇用期間１年以上

週の労働時間20時間以上

賃金月額7.8万円以上

雇用期間１年以上

8.8万円以上

学生を除外

従業員数301人以上の企業に適用

学生を除外

従業員数501人以上の企業に適用

更なる拡大に関する規定 更なる拡大 関する規定2. 更なる拡大に関する規定

（※該当する規定なし。）

2. 更なる拡大に関する規定

施行後３年以内に対象を拡大する。

施行後３年以内に検討し、その結果に
基づき 必要な措置を講じる

※医療保険制度で、適用拡大によって主に短時間労働
者の多い業種の健康保険組合に生じる負担増を緩和
するための措置を講じる。

基づき、必要な措置を講じる。

するための措置を講じる。

3. 施行日

 平成23年9月
3. 施行日

 平成28年4月 平成28年10月1日

4. 対象者数

 10万人～20万人

4. 対象者数

 45万人 25万人
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平成25年度 予算概算要求の主要事項＜保険局関係抜粋＞ 参考資料2

各 保 費 負

３ 安定的で持続可能な医療保険制度の運営の確保

１０兆５，８９６億円（１０兆２，３１６億円）

（１）各医療保険制度などに係る医療費国庫負担
１０兆５，５３８億円（１０兆１，９６２億円）

「社会保障・税一体改革大綱」などに基づき、医療保険制度改革に取り組む。その中で、高齢者医療の支援金の
総報酬に応じた負担と併せて、協会けんぽの平成25年度以降の国庫補助についても、予算編成過程で検討する。

（２）高額療養費制度の見直し
高額療養費制度の見直しについては、「社会保障・税一体改革大綱」に基づき、引き続き、予算編成過程で検討

する。

（３）高齢者医療制度の負担軽減措置
現在の高齢者医療制度の負担軽減措置（70歳以上75歳未満の患者負担など）の取扱いについては、予算編成過程

で検討する。

（４）特定健診などの推進
２６０億円（２５５億円）

特定健診などの効果の検証に取り組むとともに、引き続き医療保険者に対する特定健診などの費用の助成を行う。
※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け （平成 年 月 月実施） 提言関連※ 厚生労働省版「提言型政策仕分け」（平成24年６月～７月実施）の提言関連

（５）警戒区域などでの医療保険制度の特別措置（復興（復興庁計上））
９８億円（９８億円）

現在 東京電力福島第 原発 事故により設定された警戒区域など 住民 方 に て 医療保険 部負担現在、東京電力福島第一原発の事故により設定された警戒区域などの住民の方々について、医療保険の一部負担
金や保険料の免除などの措置を講じた保険者などに対する財政支援を実施しているが、平成25年度の取扱いについ
ては、予算編成過程で検討する。


